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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高い二次元電子濃度を維持しつつゲートリーク
を低減できる半導体装置の製造方法を提供する。
【解決手段】窒化物半導体装置の製造方法であって、基
板１０上にバッファ層１１を成長させる第１工程と、バ
ッファ層１１上にＧａＮチャネル層１２を成長させる第
２工程と、ＧａＮチャネル層１２上にＩｎＡｌＧａＮバ
リア層１４を成長させる第３工程と、を備える。第３工
程において、第１工程及び第２工程よりも成長温度を低
くし、ＩｎＡｌＧａＮバリア層１４のＩｎ含有比率を多
くとも１４％とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化物半導体装置の製造方法であって、
　基板上にバッファ層を成長させる第１工程と、
　前記バッファ層上にＧａＮチャネル層を成長させる第２工程と、
　前記ＧａＮチャネル層上にＩｎＡｌＧａＮバリア層を成長させる第３工程と、を備え、
　前記第３工程において、前記第１工程及び前記第２工程よりも成長温度を低くし、前記
ＩｎＡｌＧａＮバリア層のＩｎ含有比率を多くとも１４％とする、半導体装置の製造方法
。
【請求項２】
　前記第３工程において、前記ＩｎＡｌＧａＮバリア層のＩｎ含有比率を少なくとも１０
％とする、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１工程及び前記第２工程における成長温度を共に１０００℃以上とし、前記第３
工程における成長温度を８００℃以下とする、請求項１または２に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項４】
　前記第３工程における成長圧力を４０Ｔｏｒｒ以上７０Ｔｏｒｒ以下とする、請求項１
～３のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記ＩｎＡｌＧａＮバリア層上にＧａＮキャップ層を成長させる第４工程を更に備え、
　前記第４工程における成長温度を８００℃以上９００℃以下とする、請求項１～４のい
ずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　ＡｌＮスペーサ層を成長させる工程を、前記第２工程と前記第３工程との間に更に備え
、
　該工程における成長温度を前記第２工程の成長温度以下とする、請求項１～５のいずれ
か一項に記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、電界効果トランジスタに関する技術が記載されている。この電界効果
トランジスタは、基板と、基板上に設けられたＧａＮ層と、ＧａＮ層上に設けられ、Ａｌ
ＧａＮ、ＩＮＡｌＮ又はＩｎＡｌＧａＮからなるバリア層と、バリア層上に設けられたＳ
ｉＣ層と、バリア層上に設けられたソース電極、ドレイン電極及びゲート電極と、を備え
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１１８０４４号公報
【特許文献２】特開２００８－１４０８１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現在、ＧａＮなどの窒化物半導体材料を用いた電子デバイスが実用化されている。特に
、高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）においては、窒化物半導体材料を用いることに
よって高速・高耐圧を実現することができる。ＨＥＭＴのバリア層としては、ＡｌＧａＮ
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層のほか、ＩｎＡｌＮ層が採用されることがある。高周波特性をより高める為には、相互
コンダクタンス（ｇｍ）を改善することが重要であるが、バリア層としてＡｌＧａＮ層を
用いる場合、相互コンダクタンスを大きくする為にバリア層を薄層化すると、二次元電子
濃度が低下してしまい、結果的に相互コンダクタンスの改善が難しくなる。これに対し、
バリア層としてＩｎＡｌＮ層を用いる場合には、バリア層を薄層化しても二次元電子濃度
の低下が少ないという利点がある。
【０００５】
　しかしながら、バリア層としてＩｎＡｌＮ層を用いる場合には、バリア層としてＡｌＧ
ａＮ層を用いる場合と比較してゲートリーク（Ｉｇ）が大きいという課題がある。これは
、バリア層にＩｎＡｌＮ層を適用することで２次元電子濃度が高まり内部電界が強くなる
ことに加え、ＩｎＡｌＮ層の結晶品質がＡｌＧａＮ層と比べて劣るので、表面の凹凸や結
晶内部の欠陥順位を介したリーク電流が増加することが原因であると考えられる。ゲート
リークを低減する方法として、ＩｎＡｌＮバリア層の上にＧａＮキャップ層を成長させる
方法、及び、ＩｎＡｌＮバリア層の上に成長炉内で連続して（ｉｎ　ｓｉｔｕ）ＳｉＮ等
の絶縁膜を形成し、ＭＩＳ－ＨＥＭＴ構造を作製する方法などがある。これらの方法では
、ゲートリークの抑制には効果的であるが、ＩｎＡｌＮバリア層の利点である高い二次元
電子濃度が低下してしまうという課題がある。
【０００６】
　本発明は、高い二次元電子濃度を維持しつつゲートリークを低減できる半導体装置、高
電子移動度トランジスタ、及び半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態に係る半導体装置の製造方法は、窒化物半導体装置の製造方法であって、基
板上にバッファ層を成長させる第１工程と、バッファ層上にＧａＮチャネル層を成長させ
る第２工程と、ＧａＮチャネル層上にＩｎＡｌＧａＮバリア層を成長させる第３工程と、
を備え、第３工程において、第１工程及び第２工程よりも成長温度を低くし、ＩｎＡｌＧ
ａＮバリア層のＩｎ含有比率を多くとも１４％とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明による半導体装置、高電子移動度トランジスタ、及び半導体装置の製造方法によ
れば、高い二次元電子濃度を維持しつつゲートリークを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、一実施形態に係る半導体装置としてのエピタキシャルウエハの断面図で
ある。
【図２】図２は、一実施形態に係る高電子移動度トランジスタの断面図である。
【図３】図３は、エピタキシャルウエハ及び高電子移動度トランジスタの製造方法を示す
フローチャートである。
【図４】図４は、窒化物系半導体の組成と、格子定数及びバンドギャップとの関係を示す
。
【図５】図５は、ＧａＮチャネル層、ＩｎＡｌＮバリア層、及びＧａＮキャップ層（また
はＳｉＮ絶縁膜）を成長する際の温度変化の例を示す。
【図６】図６は、ＩｎＡｌＧａＮ／ＧａＮ構造を作製してその熱安定性を評価した結果を
示す。
【図７】図７は、ＩｎＡｌＧａＮの組成の安定性と成長圧力との関係を示す。
【図８】図８は、バリア層の組成の違いによるゲートリーク電流及び二次元電子濃度の相
違を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施形態に係る半導体装置、高電子移動度トランジスタ、及び半導体装置の製
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造方法の具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。なお、本発明はこれらの例示に限
定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及
び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。以下の説明では、図面の説明に
おいて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置としてのエピタキシャルウエハ１Ａの断
面図である。図２は、本発明の一実施形態に係る高電子移動度トランジスタ（以下、「Ｈ
ＥＭＴ」とする）２Ａの断面図である。図１に示すエピタキシャルウエハ１Ａは、窒化物
半導体装置であって、ＳｉＣ基板１０、ＡｌＮ層１１、ＧａＮ層１２、ＡｌＮ層１３、Ｉ
ｎＡｌＧａＮ層１４、及びＧａＮ層１５を備えている。エピタキシャルウエハ１Ａは、Ｓ
ｉＣ基板１０上に、ＡｌＮ層１１、ＧａＮ層１２、ＡｌＮ層１３、ＩｎＡｌＧａＮ層１４
、及びＧａＮ層１５をこの順に有している。また、図１に示すＨＥＭＴ２Ａは、図１のエ
ピタキシャルウエハ１Ａを用いて製造されるＨＥＭＴであって、エピタキシャルウエハ１
Ａの構成に加え、ソース電極１６、ドレイン電極１７、及びゲート電極１８を備えている
。
【００１２】
　ＳｉＣ基板１０は、半絶縁性である。ＡｌＮ層１１は、ＳｉＣ基板１０の表面１０ａか
らエピタキシャル成長した層であって、ＧａＮ層１２に対するバッファ層及びシード層と
して機能する。ＡｌＮ層１１の厚さは、例えば１０ｎｍ以上３０ｎｍ以下であり、一実施
例では２０ｎｍである。ＧａＮ層１２は、ＡｌＮ層１１上にエピタキシャル成長した層で
あって、チャネル層として機能する。ＧａＮ層１２は、濡れ性の問題があり、ＳｉＣ基板
１０上に直接成長できない。このため、ＧａＮ層１２は、ＡｌＮ層１１を介して成長して
いる。ＧａＮ層１２の厚さは、例えば４００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下であり、一実施例
では５００ｎｍである。ＡｌＮ層１３は、ＧａＮ層１２とＩｎＡｌＧａＮ層１４との間に
設けられ、ＧａＮ層１２上にエピタキシャル成長した層である。ＡｌＮ層１３は、スペー
サ層として機能し、ＧａＮ層１２とＩｎＡｌＧａＮ層１４との界面における合金散乱を抑
制する。ＡｌＮ層１３の厚さは、例えば０．５ｎｍ以上１．０ｎｍ以下であり、一実施例
では１ｎｍである。
【００１３】
　ＩｎＡｌＧａＮ層１４は、ＡｌＮ層１３上にエピタキシャル成長した層であって、バリ
ア層として機能する。ＧａＮ層１２とＩｎＡｌＧａＮ層１４との間にはその格子定数の相
違から歪が生じ、この歪が両者の界面（本実施形態では、ＡｌＮ層１３を挟んだ界面）に
ピエゾ電荷を誘起する。これにより、ＧａＮ層１２とＩｎＡｌＧａＮ層１４との界面であ
ってＧａＮ層１２側に二次元電子ガスが生じ、チャネル領域が形成される。ＩｎＡｌＧａ
Ｎ層１４のＩｎ含有比率は、少なくとも１０％であり、多くとも１４％である。また、Ｉ
ｎＡｌＧａＮ層１４は、ＧａＮ層１２と格子整合する。すなわち、ＩｎＡｌＧａＮ層１４
を構成する各元素の組成比は、ＩｎＡｌＧａＮの格子定数がＧａＮの格子定数と略一致す
るように定められている。ここで、格子定数が略一致するとは、ＩｎＡｌＧａＮとＧａＮ
との格子定数差が、例えばＧａＮの格子定数の±１％以内であることをいう。ＩｎＡｌＧ
ａＮ層１４の厚さは、例えば５ｎｍ以上１５ｎｍ以下であり、一実施例では９ｎｍである
。
【００１４】
　ＧａＮ層１５は、ＩｎＡｌＧａＮ層１４上にエピタキシャル成長した層である。ＧａＮ
層１５は、キャップ層として機能し、ＩｎＡｌＧａＮ層１４からのインジウム原子（Ｉｎ
）の抜けやアルミニウム原子（Ａｌ）の酸化を抑制する。ＧａＮ層１５の厚さは、例えば
１ｎｍ以上５ｎｍ以下であり、一実施例では３ｎｍである。
【００１５】
　図２に示すように、ソース電極１６及びドレイン電極１７のそれぞれは、ＩｎＡｌＧａ
Ｎ層１４上に設けられ、ＩｎＡｌＧａＮ層１４に接している。ソース電極１６及びドレイ
ン電極１７のそれぞれは、オーミック電極であり、例えばチタン（Ｔｉ）層とアルミニウ
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ム（Ａｌ）層との積層構造を有する。この場合、チタン層が、ＩｎＡｌＧａＮ層１４に接
触する。ゲート電極１８は、ＩｎＡｌＧａＮ層１４上においてソース電極１６とドレイン
電極１７との間に設けられている。本実施形態では、ゲート電極１８はＧａＮ層１５上に
設けられている。ゲート電極１８は、例えばニッケル（Ｎｉ）層と金（Ａｕ）層との積層
構造を有する。
【００１６】
　なお、上記の説明ではＩｎＡｌＧａＮ層１４上にＧａＮ層１５を設けているが、ＧａＮ
層１５上に、或いはＧａＮ層１５に代えて、絶縁膜を更に設けてもよい。この絶縁膜は、
ＩｎＡｌＧａＮ層１４を含む各半導体層を保護する。この絶縁膜としては、例えばＳｉＮ
膜を用いる。これにより、ＭＩＳ（Metal Insulator Semiconductor）－ＨＥＭＴ構造を
有するＨＥＭＴ２Ａが提供される。
【００１７】
　ここで、図３を参照しつつ、本実施形態に係るエピタキシャルウエハ１Ａ及びＨＥＭＴ
２Ａの製造方法について説明する。図３は、本実施形態に係るエピタキシャルウエハ１Ａ
及びＨＥＭＴ２Ａの製造方法を示すフローチャートである。
【００１８】
　まず、ＳｉＣ基板１０上に、例えば有機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ；Metal Organic 
Chemical Vapor Deposition）を用いてＡｌＮ層１１を成長する（工程Ｓ１、本実施形態
における第１工程）。ＡｌＮ層１１の原料は、例えばトリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）
及びアンモニア（ＮＨ3）である。ＡｌＮ層１１の成長温度は例えば１０００℃以上、一
実施例では１１００℃といった高温に設定する。これにより、結晶品質のよいＡｌＮ層１
１を形成できる。なお、成長温度は、ＳｉＣ基板１０が収容されているチャンバ内の温度
である。
【００１９】
　次に、例えばＭＯＣＶＤ法によって、ＡｌＮ層１１上にＧａＮ層１２を成長させる（工
程Ｓ２、本実施形態における第２工程）。ＧａＮ層１２の原料は、例えばトリメチルガリ
ウム（ＴＭＧ）及びＮＨ3である。ＧａＮ層１２の成長温度は、例えば１０００℃以上、
一実施例では１０５０℃といった高温に設定する。これにより、結晶品質のよいＧａＮ層
１２を形成できる。
【００２０】
　続いて、例えばＭＯＣＶＤ法によって、ＧａＮ層１２上にＡｌＮ層１３を成長する（工
程Ｓ３）。ＡｌＮ層１３の原料は、例えばＴＭＡ及びＮＨ3である。このとき、ＡｌＮ層
１３の成長温度を工程Ｓ２のＧａＮ層１２の成長温度以下とする。ＡｌＮ層１３の成長温
度は、例えば６００℃以上８００℃以下であり、一実施例では７００℃である。ＡｌＮ層
１３の成長圧力は例えば４０Ｔｏｒｒ以上７０Ｔｏｒｒ以下であり、一実施例では５０Ｔ
ｏｒｒである。なお、１Ｔｏｒｒは１３３．３２２Ｐａとして換算される。
【００２１】
　続いて、例えばＭＯＣＶＤ法によって、ＡｌＮ層１３上にＩｎＡｌＧａＮ層１４を成長
する（工程Ｓ４、本実施形態における第３工程）。ＩｎＡｌＧａＮ層１４の原料は、例え
ばトリメチルインジウム（ＴＭＩ）、ＴＭＡ、ＴＭＧ、及びＮＨ3である。このとき、Ｉ
ｎＡｌＧａＮ層１４のＩｎ含有比率は、少なくとも１０％、また多くとも１４％である。
【００２２】
　図４は、窒化物系半導体の組成と、格子定数（ａ軸長）及びバンドギャップとの関係を
示す。横軸は格子定数（単位：Å）を表し、縦軸はバンドギャップ（単位：ｅＶ）を表す
。同図に示す破線Ｌ１は、ＧａＮ結晶と格子定数が等しくなる窒化物系半導体の組成を結
ぶ直線である。また、破線Ｌ２は、Ａｌ組成が７０％である窒化物系半導体の組成を結ぶ
直線であり、破線Ｌ３は、Ａｌ組成が５０％である窒化物系半導体の組成を結ぶ直線であ
る。本実施形態では、ＩｎＡｌＧａＮ層１４がＧａＮ層１２と格子整合する。言い換えれ
ば、ＩｎＡｌＧａＮ層１４を構成する各元素の組成比は、ＩｎＡｌＧａＮの格子定数がＧ
ａＮの格子定数と略一致する、図４の破線Ｌ１上に定められる。一実施例では、ＩｎＡｌ
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ＧａＮ層１４は、Ｉｎ0.14Ｇａ0.16Ａｌ0.70Ｎ（図４の点Ｐ２）またはＩｎ0.1Ｇａ0.4Ａ
ｌ0.6Ｎ（図４の点Ｐ３）から成る。
【００２３】
　この工程Ｓ４では、四元混晶であるＩｎＡｌＧａＮを結晶性良く成長するために、成長
温度及び成長圧力を工程Ｓ１及び工程Ｓ２よりも低くする。ＩｎＡｌＧａＮ層１４の成長
温度は、例えば６００℃以上８００℃以下であり、一実施例では７００℃である。ＩｎＡ
ｌＧａＮ層１４の成長圧力は例えば４０Ｔｏｒｒ以上７０Ｔｏｒｒ以下であり、より好適
には４５Ｔｏｒｒ以上６０Ｔｏｒｒ以下であり、一実施例では５０Ｔｏｒｒである。
【００２４】
　続いて、例えばＭＯＣＶＤ法によって、ＩｎＡｌＧａＮ層１４上にＧａＮ層１５を成長
する（工程Ｓ５、本実施形態における第４工程）。ＧａＮ層１５の原料は、例えばＴＭＧ
及びＮＨ3である。ＧａＮ層１５の成長温度は、例えば８００℃以上９００℃以下であり
、一実施例では８５０℃である。
【００２５】
　ＨＥＭＴ２Ａを製造する場合には、続いて、エッチングによりＧａＮ層１５の一部を除
去したのち、ＩｎＡｌＧａＮ層１４上にソース電極１６及びドレイン電極１７を形成する
。その後、ＧａＮ層１５上にゲート電極１８を形成する（工程Ｓ６）。本工程では、ソー
ス電極１６、ドレイン電極１７及びゲート電極１８を、例えば通常のリソグラフィー技術
及びリフトオフ技術によって形成することができる。
【００２６】
　なお、ＧａＮ層１５上に、或いはＧａＮ層１５に代えて、絶縁膜（例えばＳｉＮ）を形
成する場合には、この絶縁膜の成長温度は、例えば８００℃以上とする。また、この絶縁
膜を、ＩｎＡｌＧａＮ層１４の上に成長炉内で連続して形成してもよい。これにより、ウ
エハを成長炉外へ取り出してから絶縁膜を形成する場合と比較して、ウエハ表面の酸化や
不純物の付着を防ぎ、ＨＥＭＴ２Ａの安定動作及び信頼性の向上を図ることができる。
【００２７】
　以上に説明した、本実施形態によるエピタキシャルウエハ１Ａ及びＨＥＭＴ２Ａ、並び
にそれらの製造方法によって得られる作用効果について、従来の課題とともに説明する。
【００２８】
　現在、ＧａＮなどの窒化物半導体材料を用いた電子デバイスが実用化されている。特に
、高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）においては、窒化物半導体材料を用いることに
よって高速・高耐圧を実現することができる。更に近年では、高電子濃度を活用したより
高周波の半導体デバイスの開発が進んでいる。そして、これらの半導体デバイスとして、
チャネル層としてＧａＮ層を備え、バリア層としてＡｌＧａＮ層を備えるものが知られて
いる。ＧａＮチャネル層とＡｌＧａＮバリア層との界面に高濃度の二次元電子（２ＤＥＧ
）が生成されるので、優れた増幅（変調）特性を得ることができる。
【００２９】
　また、バリア層としてＡｌＧａＮ層に代えてＩｎＡｌＮ層を備えるＨＥＭＴ構造も知ら
れている。高周波特性をより高める為には、相互コンダクタンス（ｇｍ）を改善すること
が重要であるが、バリア層としてＡｌＧａＮ層を用いる場合、相互コンダクタンスを大き
くする為にバリア層を薄層化すると、二次元電子濃度が低下してしまい、結果的に相互コ
ンダクタンスの改善が難しくなる。これに対し、バリア層としてＩｎＡｌＮ層を用いる場
合には、バリア層を薄層化しても二次元電子濃度の低下が少ない。
【００３０】
　しかしながら、バリア層としてＩｎＡｌＮ層を用いる場合では、バリア層としてＡｌＧ
ａＮ層を用いる場合よりもゲートリーク（Ｉｇ）が大きいという課題がある。これは、バ
リア層にＩｎＡｌＮ層を適用することで２次元電子濃度が高まり内部電界が強くなること
に加え、ＩｎＡｌＮ層の結晶品質がＡｌＧａＮ層と比べて劣るので、表面の凹凸や結晶内
部の欠陥順位を介したリーク電流が増加することが原因であると考えられる。ゲートリー
ク電流を低減する方法として、ＩｎＡｌＮバリア層の上にＧａＮキャップ層を成長させる
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方法、及び、ＩｎＡｌＮバリア層の上に成長炉内で連続してＳｉＮ等の絶縁膜を形成し、
ＭＩＳ－ＨＥＭＴ構造を作製する方法などがある。これらの方法では、ゲートリーク電流
の抑制には効果的であるが、ＩｎＡｌＮバリア層の利点である高い二次元電子濃度が低下
してしまう。
【００３１】
　このような二次元電子濃度の低下は、ＧａＮキャップ層や絶縁膜を形成する際の温度上
昇に起因していると予想される。通常、ＩｎＡｌＮは、Ｉｎ組成を高める為に、ＧａＮや
ＡｌＧａＮと異なり７００℃以下の低い温度で成長する。これに対し、ＧａＮキャップ層
の成長や高品質な絶縁膜の成膜には８００℃以上の温度が必要となる。図５は、その際の
温度変化の例を示し、横軸は成長時間、縦軸は温度を示す。図５に示す例では、ＧａＮチ
ャネル層を１０００℃で成長し、その後降温してＩｎＡｌＮバリア層を７００℃で成長し
、その後昇温してＧａＮキャップ層（または絶縁膜）を８００℃～９００℃で成長する。
すなわち、７００℃以下の低い温度で成長したＩｎＡｌＮの結晶を８００℃以上の温度に
晒すこととなる。これは、ＩｎＡｌＮの結晶品質を劣化させ、二次元電子濃度を低下させ
てしまう。なお、ＧａＮキャップ層や絶縁膜を形成する際の温度を下げると、ＧａＮキャ
ップ層や絶縁膜の品質低下に繋がり、窒化物系半導体における電流コラプス現象が抑制さ
れ難くなる。
【００３２】
　そこで、ＩｎＡｌＮバリア層に着目する。ＩｎＡｌＮは、正確にはＩｎ0.18Ａｌ0.82Ｎ
であり、ＡｌＧａＮのＡｌ組成（２０～３０％）に対して高いＡｌ組成（８２％）を有す
る。これにより、ＩｎＡｌＮはＡｌＧａＮよりも強い分極電荷を示す。また、ＩｎＡｌＮ
はＡｌＧａＮよりも広いバンドギャップ（Ｅｇ）を有する。そして、このような特性は、
ＩｎＡｌＮにＧａを加えたＩｎＡｌＧａＮにおいても、Ｉｎ及びＡｌの組成比を調整する
ことによって同様に得ることができる。具体的には、ＩｎＡｌＧａＮを用いることで、Ｉ
ｎＡｌＮと同様に４．０ｅＶ以上のバンドギャップを有するバリア層を作成することが可
能であり、４．０ｅＶ以上のバンドギャップを得ることが困難なＡｌＧａＮバリア層では
実現できない優れた高周波特性を期待することができる。
【００３３】
　ＩｎＡｌＮやＩｎＡｌＧａＮはＩｎを含む混晶であるが、Ｉｎが熱に弱いことが結晶品
質劣化の主因であり、Ｉｎ組成が小さいＩｎＡｌＧａＮの成長条件（前述した工程Ｓ４を
参照）を確立した上で、ＩｎＡｌＧａＮ／ＧａＮ構造を作製した。図６は、その結果を示
し、横軸は熱処理温度（単位：℃）を示し、縦軸は熱処理前と熱処理後の二次元電子濃度
の変化（単位：％）を示す。図６に示すように、Ｉｎ組成を１８％（すなわちＩｎ0.18Ａ
ｌ0.82Ｎ、図４の点Ｐ１）、１４％（図４の点Ｐ２）、１０％（図４の点Ｐ３）としたＩ
ｎＡｌＧａＮ／ＧａＮ構造を作製し、その後の熱処理による二次元電子濃度変化を評価し
たところ、Ｉｎ組成が１８％の場合には熱処理温度が７００℃から高くなるほど二次元電
子濃度が低下するが、Ｉｎ組成が１４％、１０％の場合には、熱処理温度が８００℃以上
であっても二次元電子濃度がほとんど低下しない。
【００３４】
　このような結果が得られた理由について検討する。ＩｎＡｌＧａＮ結晶の表面はIII族
原子面となっており、１つのIII族原子の周囲には６個のIII族原子が配位している。つま
り、Ｉｎ組成が１６．７％以上であれば確率的にＩｎ－Ｉｎ結合が表面に存在する可能性
が高くなるが、Ｉｎ組成がそれ未満であればその可能性は低くなる。Ｉｎ組成が１４％で
ある場合とＩｎ組成が１８％である場合とで熱処理後の二次元電子濃度に大きな差が生じ
たのはこの為であると考えられる。なお、Ｉｎ組成を１０％以上とすることにより、Ｉｎ
を含まないＡｌＧａＮと比べた利点（相互コンダクタンスを大きくする為にバリア層を薄
層化しても二次元電子濃度の低下が少ない）を明確に得ることができる。
【００３５】
　ところで、従来、ＩｎＡｌＧａＮがバリア層として用いられなかった理由は次のように
考えられる。すなわち、ＩｎＡｌＮやＡｌＧａＮは三元混晶であるが、ＩｎＡｌＧａＮは
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四元混晶であり、構成元素が１つ多い。ＭＯＣＶＤ法などの気相成長法を用いて結晶成長
を行う際、構成元素が多いほど組成の制御が困難であることから、構成元素は少ない方が
好ましい。特に、各構成元素の組成が全て１０％以上であるようなＩｎＡｌＧａＮ（例え
ばＩｎ0.14Ｇａ0.16Ａｌ0.70Ｎ、Ｉｎ0.1Ｇａ0.4Ａｌ0.6Ｎ）では、従来のＭＯＣＶＤ法
では組成を再現性よく制御することが困難であった。
【００３６】
　一般的に窒化物結晶成長には１５０～３００Ｔｏｒｒといった高圧が用いられるが、Ｉ
ｎＡｌＧａＮ成長を、７０Ｔｏｒｒ以下といった極低圧で行うことにより、過剰な気相反
応が抑制され組成を安定的に再現よく制御できることを見出した。一般には成長圧力を下
げると気相中の原子同士の反応が抑制され、装置内を高速で原子が流れることにより組成
は安定する。一方でキャリア中の水素原子によるダメージや結晶表面からの構成元素の離
脱が進むため、安定に結晶を成長することは困難である。しかしながら、ＩｎＡｌＧａＮ
の成長は低温かつキャリアガス中の水素分圧が極めて低い為に後者の効果が抑制され、組
成の安定性改善だけが発揮される。
【００３７】
　図７は、ＩｎＡｌＧａＮの組成の安定性と成長圧力との関係を示す。図７において、横
軸は成長圧力（単位：Ｔｏｒｒ）を示し、縦軸はＩｎＡｌＧａＮのＰＬ波長（単位：ｎｍ
）を示す。また、プロットＡ１～Ａ３は、４インチウエハの中心からそれぞれ同方向に４
０ｍｍ、０ｍｍ、及び－４０ｍｍ離れた位置における測定結果を示す。ここで０ｍｍは４
インチウエハのほぼ中心に対応する。プロットＢ１～Ｂ３は、別の４インチウエハの中心
からそれぞれ同方向に４０ｍｍ、０ｍｍ、及び－４０ｍｍ離れた位置における測定結果を
示す。図７に示すように、成長圧力が大きくなるほど、ウエハの位置によるＰＬ波長の変
動が大きくなっており、ＩｎＡｌＧａＮの組成安定性が低下していることがわかる。また
、成長圧力が７０Ｔｏｒｒ以下であれば、ウエハの位置によるＰＬ波長の変動が小さく、
ＩｎＡｌＧａＮ組成の良好な安定性が得られることがわかる。
【００３８】
　図８は、バリア層の組成の違いによるゲートリーク電流及び二次元電子濃度の相違を示
し、横軸は二次元電子濃度（単位：ｃｍ-2）、縦軸はＨＥＭＴを作製したときのゲートリ
ーク電流（単位：Ａ／ｍｍ）をそれぞれ示す。このグラフは、後述する実施例及び比較例
により得られたものである。図中のプロットＰ１１は、バリア層がＡｌＧａＮである場合
を示す。プロットＰ１２は、バリア層がＩｎＡｌＮである場合を示す。プロットＰ１３は
、ＩｎＡｌＮバリア層上にＧａＮキャップ層を成長した場合を示す。プロットＰ１４は、
ＩｎＡｌＮバリア層上に炉内で連続してＳｉＮ絶縁膜を成膜した場合を示す。プロットＰ
１５は、ＩｎＡｌＧａＮバリア層上にＧａＮキャップ層を成長した場合を示す。プロット
Ｐ１６は、ＩｎＡｌＧａＮバリア層上に炉内で連続してＳｉＮ絶縁膜を成膜した場合を示
す。
【００３９】
　図８に示すように、バリア層をＡｌＧａＮからＩｎＡｌＮへ変更することによって二次
元電子濃度は増加しているが、ゲートリーク電流も大幅に増加している。そして、ゲート
リーク電流を抑制するために、ＩｎＡｌＮバリア層上にＧａＮキャップ層や連続してＳｉ
Ｎ膜を形成すると、ゲートリーク電流はＡｌＧａＮと同程度まで低減するが、二次元電子
濃度も低下している。これに対し、バリア層をＩｎＡｌＧａＮとし、その上にＧａＮキャ
ップ層や炉内で連続してＳｉＮ膜を形成した場合、ＩｎＡｌＮと同等の高い二次元電子濃
度、及びＡｌＧａＮと同等の低いゲートリーク電流が実現できている。従って、バリア層
にＩｎＡｌＧａＮを採用することにより、ＨＥＭＴの優れた高周波特性と高い信頼性とを
両立することができる。
【００４０】
　なお、図８においては、ＩｎＡｌＧａＮバリア層の厚さを９ｎｍとし、ＧａＮキャップ
層及びＳｉＮ絶縁膜の厚さを３ｎｍとしたが、上述した効果は厚さの影響が小さいので、
これらと異なる厚さのＩｎＡｌＧａＮバリア層、ＧａＮキャップ層及びＳｉＮ絶縁膜にお
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いても同様の効果を期待できる。
【００４１】
　また、キャップ層の組成はＧａＮに限られない。例えば、ＧａＮと同様に成長温度が高
く設定されるＡｌＧａＮであってもよい。また、炉内で連続して成膜する絶縁膜は、Ｓｉ
Ｎに限らず、大きなバンドギャップを有することでゲートリークを低減でき、且つ窒化物
系半導体の成長後に炉内で連続して成膜できる材料であれば、他の材料（例えばＳｉＯＮ
、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、またはＡｌＯＮ）から成ってもよい。
【００４２】
　また、本実施形態のように、ＩｎＡｌＧａＮバリア層は、ＧａＮチャネル層と格子整合
してもよい。より具体的には、ＩｎＡｌＧａＮバリア層とＧａＮチャネル層との格子定数
（ａ軸長）の差がＧａＮの格子定数の１％以下であるとよい。これにより、ＩｎＡｌＧａ
Ｎ内部の応力が弱くなり、ＨＥＭＴの信頼性を高めることができる。
【００４３】
　（実施例）
　半絶縁性のＳｉＣ基板上に、ＴＭＡ及びＮＨ3を原料とするＭＯＣＶＤ法を用いて、成
長温度１１００℃でＡｌＮバッファ層を成長した。ＡｌＮバッファ層の厚さは２０ｎｍで
あった。次に、ＴＭＧ及びＮＨ3を原料とするＭＯＣＶＤ法を用いて、成長温度１０５０
℃でＡｌＮバッファ層上にＧａＮチャネル層を成長した。ＧａＮチャネル層の厚さは５０
０ｎｍであった。続いて、ＴＭＡ及びＮＨ3を原料として、成長温度７００℃、圧力５０
ＴｏｒｒにてＡｌＮスペーサ層を１ｎｍ形成し、ＴＭＡ、ＴＭＩ、ＴＭＧ、及びＮＨ3を
原料として、成長温度７００℃、圧力５０ＴｏｒｒにてＩｎＡｌＧａＮバリア層を成長し
た。ＩｎＡｌＧａＮバリア層の厚さは９ｎｍ、Ｉｎ組成は１４％であった。続いて、成長
温度を８５０℃へと変化させたのち、ＴＭＧ及びＮＨ3を原料として、厚さ３ｎｍのＧａ
Ｎキャップ層をＩｎＡｌＮバリア層上に成長した。
【００４４】
　その後、通常のリソグラフィー技術及びリフトオフ技術を用いて、ＩｎＡｌＧａＮバリ
ア層上にＴｉ／Ａｌからなる一対のオーミック電極（ドレイン電極及びソース電極）を形
成し、またこれらの電極間にＮｉ／Ａｕからなるゲート電極を形成した。更に、ＳｉＮか
らなる表面保護膜を形成し、ＨＥＭＴを完成した。
【００４５】
　このＨＥＭＴのゲート長は０．３μｍ、ソース－ドレイン電極間隔は３．０μｍであっ
た。ゲート電極とドレイン電極との間に５０Ｖの電圧を印加したところ、ゲートリーク電
流は１μＡ／ｍｍ（１×１０-6Ａ／ｍｍ）であった。また、Ｈａｌｌ測定パターンを用い
て二次元電子濃度を測定したところ、２．０×１０13／ｃｍ2であった。
【００４６】
　また、ＧａＮキャップ層に代えて、ＧａＮキャップ層の成長温度と同じ温度にてＳｉＨ

4及びＮＨ3を原料とするＳｉＮ膜を成膜し、ＳｉＮ層上にゲート電極を形成したところ、
ゲートリーク電流は０．８μＡ／ｍｍ（８×１０-7Ａ／ｍｍ）であり、二次元電子濃度は
２．１×１０13／ｃｍ2であった。
【００４７】
　（第１比較例）
　上記実施例と同様の工程により、半絶縁性のＳｉＣ基板上にＡｌＮバッファ層、ＧａＮ
チャネル層、及びＡｌＮスペーサ層を成長した。次に、ＴＭＡ、ＴＭＩ、及びＮＨ3を原
料として、成長温度７００℃、圧力５０ＴｏｒｒにてＩｎＡｌＮバリア層を成長した。Ｉ
ｎＡｌＮバリア層の厚さは９ｎｍ、Ｉｎ組成は１８％であった。
【００４８】
　その後、通常のリソグラフィー技術及びリフトオフ技術を用いて、ＩｎＡｌＮバリア層
上にＴｉ／Ａｌからなる一対のオーミック電極（ドレイン電極及びソース電極）を形成し
、またこれらの電極間にＮｉ／Ａｕからなるゲート電極を形成した。更に、ＳｉＮからな
る表面保護膜を形成し、ＨＥＭＴを完成した。



(10) JP 2018-93076 A 2018.6.14

10

20

30

【００４９】
　このＨＥＭＴのゲート長は０．３μｍ、ソース－ドレイン電極間隔は３．０μｍであっ
た。ゲート電極とドレイン電極との間に５０Ｖの電圧を印加したところ、ゲートリーク電
流は１００μＡ／ｍｍ（１×１０-4Ａ／ｍｍ）であった。また、Ｈａｌｌ測定パターンを
用いて二次元電子濃度を測定したところ、２．３×１０13／ｃｍ2であった。
【００５０】
　（第２比較例）
　上記実施例と同様の工程により、半絶縁性のＳｉＣ基板上にＡｌＮバッファ層、ＧａＮ
チャネル層、及びＡｌＮスペーサ層を成長した。次に、上記第１比較例と同様の工程によ
り、ＩｎＡｌＮバリア層を成長した。そして、成長温度を８５０℃へと変化させたのち、
ＴＭＧ及びＮＨ3を原料として、厚さ３ｎｍのＧａＮキャップ層をＩｎＡｌＮバリア層上
に成長した。その後、上記第１比較例と同様の工程によりドレイン電極、ソース電極及び
ゲート電極を形成した。更に、ＳｉＮからなる表面保護膜を形成し、ＨＥＭＴを完成した
。
【００５１】
　このＨＥＭＴのゲート長は０．３μｍ、ソース－ドレイン電極間隔は３．０μｍであっ
た。ゲート電極とドレイン電極との間に５０Ｖの電圧を印加したところ、ゲートリーク電
流は２μＡ／ｍｍ（２×１０-6Ａ／ｍｍ）であった。また、Ｈａｌｌ測定パターンを用い
て二次元電子濃度を測定したところ、１．４×１０13／ｃｍ2であった。
【００５２】
　また、ＧａＮキャップ層に代えて、ＧａＮキャップ層の成長温度と同じ温度にてＳｉＨ

4及びＮＨ3を原料とするＳｉＮ膜を成膜し、ＳｉＮ層上にゲート電極を形成したところ、
ゲートリーク電流は３μＡ／ｍｍ（３×１０-6Ａ／ｍｍ）であり、二次元電子濃度は１．
５×１０13／ｃｍ2であった。
【００５３】
　本発明による半導体装置、高電子移動度トランジスタ、及び半導体装置の製造方法は、
上述した実施形態に限られるものではなく、他に様々な変形が可能である。例えば、上述
した各実施形態を、必要な目的及び効果に応じて互いに組み合わせてもよい。また、上記
実施形態では半導体装置としてエピタキシャルウエハを例示しているが、本発明の半導体
装置はこれに限られず、バッファ層、チャネル層、及びバリア層を備える様々な窒化物系
半導体デバイスにも適用可能である。
【符号の説明】
【００５４】
　１Ａ…エピタキシャルウエハ、２Ａ…ＨＥＭＴ、１０…ＳｉＣ基板、１０ａ…表面、１
１…ＡｌＮ層、１２…ＧａＮ層、１３…ＡｌＮ層、１４…ＩｎＡｌＧａＮ層、１５…Ｇａ
Ｎ層、１６…ソース電極、１７…ドレイン電極、１８…ゲート電極。
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